
平成 29年 9月 8日

経営者団体の長殿

厚生労働省労働基準局監督課

長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書

の送付について

労働基準行政の運営につきまして、平素より格別の御協力を頂き感謝申し上げます。

平成 26年 11月に施行された「過労死等防止対策推進法Jにおいて、 11月は「過労

死等防止啓発月間」とされています。このため、厚生労働省では、同月間において、過

労死等の一つの原因である長時間労働の削減等、過重労働解消にむけた集中的な周知・

啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンベーン」を実施します。

つきましては、貴団体におかれましでも、過重労働解消キャンベーンの趣旨を御理解

いただき、傘下の団体・企業等への周知啓発に御協力いただきますようお願い申し上げ

ます。

【担当者】

厚生労働省労働基準局監督課

特定分野労働条件対策係

川鍋

【連絡先】

03-5253-1111 

（内線55 4 2) 



平成29年9月8日

経営者団体の長 殿

長時間労働削減をはじめとする「働き方改革J

に向けた取組に関する要請書

働く方の健康の確保を図り、労働の質を高め、生産性を向上しつつ、ワ

ーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者をはじめとする全ての人々

が働きやすい社会に変えていくためには、長時間労働を是正することが重

要です。

しかしながら、我が国においては、依然として長時間労働の問題が認め

られるとともに、年次有給休暇の取得率が低い水準にとどまっており、長

時間労働の削減を始めとした働き方の見直しが求められています。

こうした中、平成28年 6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活

躍プラン」や、平成29年 3月 28日に内閣総理大臣を議長とする「働き方

改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画Jなどにおいて、働き

方改革の実行・実現のため長時間労働の是正に向けた取組を強化する旨が

盛り込まれました。

この長時間労働の問題について、厚生労働省においては、

① 著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強

化

②休暇の取得促進をはじめとした「働き方の見直し」に向けた企業へ

の働きかけの強化

を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。

また、平成26年 11月に施行された「過労死等防止対策推進法（平成26

年法律第 100号）」において、 11月は過労死等防止啓発月間とされており

ます。

そのため、本年も、昨年に引き続き 10月を「年次有給休暇取得促進期



間」、 11月を「過重労働解消キャンペーンJ期間と定め、長時間労働削

減の取組を推進することといたしました。
メ

長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進のためには、これまでの働

き方を見直し、効率的な働き方を進めていくことが必要です。このため、

長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行から、早く帰る労働慣行への

転換を図るための施策や、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成する

ための施策等、各々の企業の実情に応じた取組を行うことが望まれます。

具体的には、経営トップによるメッセージの発信、朝型勤務やフレックス

タイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーや年

次有給休暇取得奨励日の設定、年次有給休暇取得計画の策定、年次有給休

暇取得による連休の実現（「プラスワン休暇」）のほか、ボランティア休

暇をはじめとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が挙

げられます。

これまでも貴団体からは、傘下団体・企業等への働き方改革や夏の生

活スタイノレ変革に関する周知啓発に関し格別の御協力を賜ってきたとこ

ろでありますが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下回体・

企業等に対します周知啓発に向けた御協力の程、何とぞよろしくお願い

申し上げます。

厚生労働大臣



平成26年11月に施行された r過労死等防止対策雄進活j において、11月は r過労死等防止啓発月間j

とされています。このため、 厚生労働省では、同月聞において、過労死等の一つの要因である長時間労働

の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う r過重労働解消キャンペーンj を

実施します。

尽きV 労働時閣の現状をみると、週の労働時閣が 60時間以上の労働者の劃合は近年低下傾向であるものの、

いまだ長時間労働の実態がみうれます。また、脳・心臓疾患に係否労災支給決定件数についても依然とし

て高い水準で推移するなど、過重労働による健康障害も多い状況にあ否｜まか、書りi曽賃金の不払に係る労働

基準法違反も後を絶たないところです。 ~ ' ". 
~.司. ~ . ， ． 
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長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最t重要な要因です。具体的には、時間外・休日

労働力1月 45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まります。

・・・・・・...’圃圃属国・吟歯車重園

• • ］・・・・・圃岡田町四時

• • 
（上の図は、労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的機討結果を踏まえたtのです。）

局生労働省でーは一一躍－完－働－開キャンペーン棚恥次φ闘をJ卸会す：－－
日労使の主体的な取組を促します。

使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減｜ζ向けた取組｜ζ関する周知 ・啓発などの実施についての協力要請を行います。

回労働局長によ否ベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
都道府県労働局長が管内の企業を訪問し、当該企業の長時間労働削減に向けた積極的な取組事例を収集 ・紹介します。

自重点監督を実施します。
長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ

監督指導を行います。

回電話相談を実施します。
「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、 過重労働をはじめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の

担当官が相談に対応します。

実施日時：平成 29年 10月28日（土） 9: 00～ 17: 00 O句20-794・7句3

正lζ偲鑓※唱し、次の指置を書

①時隠舛・休日労働時間を削滅しましよる。

・ 36協定（時間外労働・休日労働に関する協定）で定める延長時間は、隈度基準灯に適合した毛のとする必要があります。

・特別条項付き協定※4（こより月 45時閣を超える時間外労働力1可能な場合lこも、実際の時間外労働は月 45時間以下とするよう

努めましょう0

・休日労働について毛削減に努めましょう。

②年次膏給休眠の取得を促進しましょう。

・年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用などにより、年次有給休暇の取得促進を図りましょう。

③労働者の健廊管理に係寄宿置を徹底しましょう。

・健康管理体制を整備するとともに、健康診断を実施しましょう。

・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者lこ対する面接指導等を実施しましょう。

②適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備しましょう。

③労働時聞を適正に把握するための責任体制を明確化しチ工ツク体制を整備しましょう。

※オ 「労働時閣の適正な把握のために使用者が講す、ペき措置に関するガイドライン」 （平成29年オ月、厚生労働省）

※Z 「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講守ペき信置」 （平成18年3月、厚生労働省）

※3「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」 （平成10年労働省告示第154号）

※4「臨時的に隈度時閣を超えて時間外労働を行わなければなうない特別の事情が予想される場合に、特別条項付き協定を結べば、1年の半分を超えない範囲で、限度時閣

を超える時聞を延長時間とすることができます。

※5「賃金不払残業の解消を図るために講ザベき娼置等lζ関する指針」 （平成15年5月、厚生労働省）

これ§について、あ恕たの職場で守られてい§か媛聞のあ~方It

平成29引O月28日（土）~里里四；10句 20・794 ・7旬 31ζε相談ください。

以下の窓口でも労働相談や情線提供を受付付けています。

都道府県労働局または労働基準監督署（開庁時間平日 8 : 30～ 17:15) 

労働条件相談ほっとライン0120・8旬唱・6旬oc月～金 17:00～22:00、土・日 10:00～け：00)

労働基準関係情報メール窓口（情報提供）｜ 労働基準 メール窓口 ’一ー

自企業に怠け否自主的な過重労働防止対策を雄進します。
企業の労務担当責任者などを対象に、 9月かs11月にかけて、全都道府県で合計66回、「過重労働解消のためのセ三ナー」（委託事業）を実施します。

国軍軍属！田

【専用ホームページ】 http:/!partner. lec-jp.com/ti/overwork／警彊盈
回E 内高



過労死等防止対策推進法では、国民の聞に広く過労死等を

防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心

と理解を深めるため、毎年11月を 『過労死等防止書発月間』

と定めています。

国民一人ひとりが自身！こも関わることとして過労死とその

防止に対する理解を深めて 『過労死ゼロ』 の社会を実現しま

しょう。

「過労死等」とは、①業務におけ否過重な負荷による脳・心臓疾患を原因

とする死亡、②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする

死亡、③これらの疾患のことです。

※ 

『過労死の問題を一緒iζ脅えてみま世んか？』

過労死をゼ口（ζし、健康で、充実して働き続けることのできる社会の実現（ζ向け、過労死とその

防止について考えるシンポジウムを、過労死等防止密発月聞を中心とした期聞に全国 47都道

府県にあ、いて計 48回開催します。

また、過労死等防止啓発のためのパンフレットの配布や新聞、インターネットなど各種媒体

を活用した周知・啓発を行います。

・過労死等防止対策雄進シンポジウh
参加費は無料で、どなたで乞こ参加いただけます。

開催会場によって開催日時やプログラムは異なりますので、詳細は専用ホームページで

ご確認ください。
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・専用ホームページ（お申し込みはこちらから）

htt ps: / /www. p-un i que .co.j p/karou sh i boush i sym po/ 

・専用フリータ．イヤル

0120・976・344（月～金 9:00～17:30)

。 厚生労働省都道府県労働局 労働基準監督署

｜過重労働解消キャンペーン専用WEBサイト
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